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(57)【要約】
　本発明にかかるカプセル型内視鏡のパッケージにおい
ては、ベース容器２２に、カプセル型内視鏡２を該カプ
セル型内視鏡２の短手方向に当該パッケージから離脱可
能にカプセル型内視鏡２の胴部端部の少なくとも一部を
保持する保持部２４と、複数の保持部２４の間に形成さ
れ、カプセル型内視鏡２の胴部を把持可能に露出させる
非保持部２５とを有し、保持部２４と非保持部２５によ
って外部からのカプセル型内視鏡２の胴部に対する把持
を誘導する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カプセル型医療装置を保持するカプセル型医療装置のパッケージであって、
　前記カプセル型医療装置を当該パッケージから離脱可能に前記カプセル型医療装置の胴
部を保持する複数の保持部と、
　前記複数の保持部の間に形成され、前記カプセル型医療装置の胴部を把持可能に露出さ
せる非保持部と、
　を有し、前記保持部と前記非保持部によって外部からの前記カプセル型医療装置の胴部
に対する把持を誘導することを特徴とするカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項２】
　前記カプセル型医療装置の長軸における少なくとも一方の端を覆うように形成され、該
カプセル型医療装置端部の長軸における少なくとも一方の端の把持を防止する把持防止部
をさらに備えたことを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項３】
　前記保持部は、前記カプセル型医療装置を該カプセル型医療装置の短手方向に当該パッ
ケージから離脱可能に前記カプセル型医療装置の胴部端部を保持することを特徴とする請
求項１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項４】
　前記保持部は、前記カプセル型医療装置の胴部の両端にそれぞれ設けられ、前記カプセ
ル型医療装置の胴部の両端を保持することを特徴とする請求項３に記載のカプセル型医療
装置のパッケージ。
【請求項５】
　前記保持部は、前記カプセル型医療装置の胴部端部と接触する一対の接触部を有し、
　前記一対の接触部は、当該一対の接触部同士で前記カプセル型医療装置の胴部を挟むよ
うに構成され、
　前記一対の接触部の間隔は、前記カプセル型医療装置の胴部の外径よりも小さいことを
特徴とする請求項３に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項６】
　前記保持部は、前記短手方向への前記カプセル型医療装置の離脱を阻害するように突出
した突起部を有し、
　前記突起部と前記保持部における前記突起部の対向面との間隔は、前記カプセル型医療
装置の胴部の外径よりも小さいことを特徴とする請求項３に記載のカプセル型医療装置の
パッケージ。
【請求項７】
　当該パッケージに収容された場合における前記カプセル型医療装置の離脱方向との直交
面に沿った移動を規制する規制部をさらに備えたことを特徴とする請求項６に記載のカプ
セル型医療装置のパッケージ。
【請求項８】
　前記保持部は、
　前記カプセル型医療装置の胴部端部と接触する一対の接触部と、
　被押圧部と、
　を有し、
　前記一対の接触部は、当該一対の接触部同士で前記カプセル型医療装置の胴部を挟むよ
うに構成され、
　前記一対の接触部の間隔は、前記カプセル型医療装置の胴部の外径よりも小さく、
　前記被押圧部は、前記一対の接触部と一体的に構成され、所定の押圧方向から押圧され
ることで前記一対の接触部の間隔を前記カプセル型医療装置の胴部の外径と同等以上に広
げることを特徴とする請求項３に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項９】
　前記保持部は、当該パッケージに収容されるカプセル型医療装置を点接触または線接触
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で保持することを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項１０】
　前記複数の保持部は、前記カプセル型医療装置を該カプセル型医療装置の長手方向に当
該パッケージから離脱可能に前記カプセル型医療装置の胴部端部の少なくとも一部を保持
することを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項１１】
　前記カプセル型医療装置の長軸における所定の端が嵌装される穴が主面に形成されるベ
ース部を有し、
　前記保持部は、前記カプセル型医療装置の胴部の一部が把持可能に露出するように、前
記穴の側壁の一部と連続して前記ベース部の前記主面から突出する凸部によって形成され
ていることを特徴とする請求項１０に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項１２】
　前記ベース部の主面には、把持方向を示す情報が示されていることを特徴とする請求項
１１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項１３】
　前記カプセル型医療装置の長軸における所定の端および該カプセル型医療装置の胴部が
嵌装される穴が主面に形成されるベース部と、
　前記穴の側壁の一部と連続するように前記ベース部の主面の一部を掘り下げたように形
成された凹部と、
　を有し、前記保持部は、前記ベース部の主面の前記凹部以外の部分によって形成される
ことを特徴とする請求項１０に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【請求項１４】
　当該パッケージのカプセル型医療装置保持面は、滅菌ガス透過性を有する滅菌シートで
閉塞されることを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、カプセル型医療装置を保持するカプセル型医療装置のパッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡の分野では、撮像機能と無線機能とが装備されたカプセル型の医療装置（
カプセル型内視鏡）が登場している。このカプセル型内視鏡は、観察（検査）のために被
検体である被検者に飲み込まれた後、被検者の生体から自然排出されるまでの観察期間、
胃、小腸などの臓器の内部（体腔内）をその蠕動運動にともなって移動し、撮像機能を用
いて順次撮像する。
【０００３】
　また、これら臓器内の移動によるこの観察期間、カプセル型内視鏡によって体腔内で撮
像された画像データは、順次無線通信などの無線機能により、被検体の外部に設けられた
外部装置に送信され、外部装置内に設けられたメモリに蓄積される。被検者がこの無線機
能とメモリ機能とを備えた外部装置を携帯することにより、被検者は、カプセル型内視鏡
を飲み込んだ後、排出されるまでの観察期間、不自由を被ることなく行動が可能になる。
観察後は、医者もしくは看護師によって、外部装置のメモリに蓄積された画像データに基
づいて、体腔内の画像をディスプレイなどの表示手段に表示させて診断を行うことができ
る。
【０００４】
　ところで、被検者への使用前にカプセル型内視鏡を滅菌する必要があるため、パッケー
ジにカプセル型内視鏡を収容した状態で、このパッケージ内に滅菌ガスを注入して、カプ
セル型内視鏡の滅菌処理を行っていた。このようなパッケージとして、ベース容器の主面
に形成された穴にカプセル型内視鏡を胴部まで埋まるように長軸方向に挿入した後、ベー
ス容器の主面を滅菌シートで閉塞する構成のパッケージが提案されている（特許文献１参
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照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－８７５２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来のパッケージでは、カプセル型内視鏡を胴部まで深く嵌め込んでい
るため、指で掴める部分が少なくなってしまい、パッケージからカプセル型内視鏡を取り
出しにくいという問題があった。そして、従来では、パッケージからカプセル型内視鏡を
取り出すときに、カプセル型内視鏡の筐体のうち撮像部を覆う端部の透明なドーム部分に
触れてしまうことがあり、このドーム部分が汚れ、観察性が低下してしまうという問題が
あった。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、カプセル型医療装置の筐体のうち撮像
部を覆う端部の透明なドーム部分に触れることなく、カプセル型医療装置を容易に取り出
せるカプセル型医療装置のパッケージを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかるカプセル型医療装置の
パッケージは、カプセル型医療装置を保持するカプセル型医療装置のパッケージであって
、前記カプセル型医療装置を当該パッケージから離脱可能に前記カプセル型医療装置の胴
部を保持する複数の保持部と、前記複数の保持部の間に形成され、前記カプセル型医療装
置の胴部を把持可能に露出させる非保持部と、を有し、前記保持部と前記非保持部によっ
て外部からの前記カプセル型医療装置の胴部に対する把持を誘導することを特徴とする。
【０００９】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記カプセル型医療装置
の長軸における少なくとも一方の端を覆うように形成され、該カプセル型医療装置端部の
長軸における少なくとも一方の端の把持を防止する把持防止部をさらに備えたことを特徴
とする。
【００１０】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記保持部は、前記カプ
セル型医療装置を該カプセル型医療装置の短手方向に当該パッケージから離脱可能に前記
カプセル型医療装置の胴部端部を保持することを特徴とする。
【００１１】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記保持部は、前記カプ
セル型医療装置の胴部の両端にそれぞれ設けられ、前記カプセル型医療装置の胴部の両端
を保持することを特徴とする。
【００１２】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記保持部は、前記カプ
セル型医療装置の胴部端部と接触する一対の接触部を有し、前記一対の接触部は、当該一
対の接触部同士で前記カプセル型医療装置の胴部を挟むように構成され、前記一対の接触
部の間隔は、前記カプセル型医療装置の胴部の外径よりも小さいことを特徴とする。
【００１３】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記保持部は、前記短手
方向への前記カプセル型医療装置の離脱を阻害するように突出した突起部を有し、前記突
起部と前記保持部における前記突起部の対向面との間隔は、前記カプセル型医療装置の胴
部の外径よりも小さいことを特徴とする。
【００１４】
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　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、当該パッケージに収容さ
れた場合における前記カプセル型医療装置の離脱方向との直交面に沿った移動を規制する
規制部をさらに備えたことを特徴とする。
【００１５】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記保持部は、前記カプ
セル型医療装置の胴部端部と接触する一対の接触部と、被押圧部と、を有し、前記一対の
接触部は、当該一対の接触部同士で前記カプセル型医療装置の胴部を挟むように構成され
、前記一対の接触部の間隔は、前記カプセル型医療装置の胴部の外径よりも小さく、前記
被押圧部は、前記一対の接触部と一体的に構成され、所定の押圧方向から押圧されること
で前記一対の接触部の間隔を前記カプセル型医療装置の胴部の外径と同等以上に広げるこ
とを特徴とする。
【００１６】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記保持部は、当該パッ
ケージに収容されるカプセル型医療装置を点接触または線接触で保持することを特徴とす
る。
【００１７】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記複数の保持部は、前
記カプセル型医療装置を該カプセル型医療装置の長手方向に当該パッケージから離脱可能
に前記カプセル型医療装置の胴部端部の少なくとも一部を保持することを特徴とする。
【００１８】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記カプセル型医療装置
の長軸における所定の端が嵌装される穴が主面に形成されるベース部を有し、前記保持部
は、前記カプセル型医療装置の胴部の一部が把持可能に露出するように、前記穴の側壁の
一部と連続して前記ベース部の前記主面から突出する凸部によって形成されていることを
特徴とする。
【００１９】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記ベース部の主面には
、把持方向を示す情報が示されていることを特徴とする。
【００２０】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、前記カプセル型医療装置
の長軸における所定の端および該カプセル型医療装置の胴部が嵌装される穴が主面に形成
されるベース部と、前記穴の側壁の一部と連続するように前記ベース部の主面の一部を掘
り下げたように形成された凹部と、を有し、前記保持部は、前記ベース部の主面の前記凹
部以外の部分によって形成されることを特徴とする。
【００２１】
　また、この発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、当該パッケージのカプセ
ル型医療装置保持面は、滅菌ガス透過性を有する滅菌シートで閉塞されることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明にかかるカプセル型医療装置のパッケージは、カプセル型医療装置を当該パッケ
ージから離脱可能にカプセル型医療装置の胴部端部の少なくとも一部を保持する保持部と
、複数の保持部の間に形成され、カプセル型医療装置の胴部を把持可能に露出させる非保
持部とを有し、保持部と非保持部によって外部からの前記カプセル型医療装置の胴部に対
する把持を誘導するため、カプセル型医療装置の筐体のうち撮像部を覆う端部の透明なド
ーム部分に触れることなく、カプセル型医療装置を容易に取り出せる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、実施の形態１におけるカプセル型内視鏡システムの概念を示すシステム
概念図である。
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【図２】図２は、図１に示すカプセル型内視鏡２の一構成例を示す断面模式図である。
【図３】図３は、実施の形態１にかかるカプセル型内視鏡のパッケージの構成を示す斜視
図である。
【図４】図４は、図３に示したパッケージから滅菌シートを取り除いた場合の一例を示す
斜視図である。
【図５】図５は、図４に示したベース容器の上面を示す上面図である。
【図６】図６は、図５のＡＡ線断面図である。
【図７】図７は、実施の形態２にかかるカプセル型内視鏡のパッケージを構成するベース
容器を示す斜視図である。
【図８】図８は、図７に示したベース容器の上面を示す上面図である。
【図９】図９は、図８のＢＢ線断面図である。
【図１０】図１０は、実施の形態２の変形例１にかかるカプセル型内視鏡のパッケージを
構成するベース容器を示す斜視図である。
【図１１】図１１は、図１０のＣＣ線断面図である。
【図１２】図１２は、図１０のＤＤ線断面図である。
【図１３】図１３は、図１２のＥＥ線断面図である。
【図１４】図１４は、実施の形態３にかかるカプセル型内視鏡のパッケージを構成するベ
ース容器を示す斜視図である。
【図１５】図１５は、図１４に示したベース容器の上面を示す上面図である。
【図１６】図１６は、図１５のＦＦ線断面図である。
【図１７】図１７は、実施の形態３におけるベース容器の他の例を示す断面図である。
【図１８】図１８は、実施の形態４にかかるカプセル型内視鏡のパッケージの構成を示す
斜視図である。
【図１９】図１９は、図１８に示したパッケージから滅菌シートを取り除いた場合の一例
を示す斜視図である。
【図２０】図２０は、図１９に示すベース容器の斜視図である。
【図２１】図２１は、図２０に示したベース容器の上面を示す上面図である。
【図２２】図２２は、図２１のＧＧ線断面図である。
【図２３】図２３は、図２１のＧＧ線断面図の他の例を示す図である。
【図２４】図２４は、図１９に示すベース容器の他の例を示す上面図である。
【図２５】図２５は、図１９に示すベース容器の他の例を示す上面図である。
【図２６】図２６は、図１９に示すベース容器の他の例を示す上面図である。
【図２７】図２７は、実施の形態５にかかるカプセル型内視鏡のパッケージを構成するベ
ース容器を示す斜視図である。
【図２８】図２８は、図２７に示したベース容器の上面を示す上面図である。
【図２９】図２９は、図２８のＨＨ線断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下に添付図面を参照して、本発明の実施の形態にかかるカプセル型医療装置のパッケ
ージを詳細に説明する。なお、これらの実施の形態により本発明が限定されるものではな
い。また、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付している。また、図面は模
式的なものであり、各部材の厚みと幅との関係、各部材の比率などは、現実と異なること
に留意する必要がある。図面の相互間においても、互いの寸法の関係や比率が異なる部分
が含まれている。
【００２５】
（実施の形態１）
　図１は、本発明におけるカプセル型内視鏡システムの概念を示すシステム概念図である
。図１において、このカプセル型内視鏡システムは、被検体１の体腔内に導入されて被検
体内の画像を撮像し無線送信するカプセル型医療装置として機能する飲み込み型のカプセ
ル型内視鏡２と、被検体１の外部に配置されて、カプセル型内視鏡２との間で各種の情報
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を無線通信する体外装置である受信装置３とを備えている。また、無線型被検体内情報取
得システムは、受信装置３が受信したデータに基づいて画像表示を行う表示装置４と、受
信装置３と表示装置４間でデータの入出力を行う携帯型記録媒体５とを備えている。
【００２６】
　受信装置３は、カプセル型内視鏡２から無線送信された被検体内の画像データを受信す
る無線受信手段として機能する。受信装置３は、被検体１に着用されると共に、図示しな
い複数の受信用アンテナを有する受信ジャケット３ａと、受信された無線信号の信号処理
を行う外部装置３ｂとを備える。
【００２７】
　表示装置４は、カプセル型内視鏡２によって撮像された被検体内画像を表示するための
ものであり、携帯型記録媒体５によって得られるデータに基づいて画像表示を行うワーク
ステーション等のような構成を有する。具体的には、表示装置４は、ＣＲＴディスプレイ
、液晶ディスプレイ等によって直接画像を表示する構成としても良いし、プリンタ等のよ
うに、他の媒体に画像を出力する構成としても良い。
【００２８】
　携帯型記録媒体５は、外部装置３ｂ及び表示装置４にも接続可能であって、両者に対し
て装着されて、接続された時に情報の出力または記録が可能な構造を有する。本実施形態
では、携帯型記録媒体５は、カプセル型内視鏡２が被検体１内を移動している間は、外部
装置３ｂに挿入されてカプセル型内視鏡２から送信されるデータを記録する。次に、カプ
セル型内視鏡２が被検体１から排出された後、つまり、被検体１内の撮像が終了した後に
は、外部装置３ｂから取り出されて表示装置４に挿入され、この表示装置４によって、携
帯型記録媒体５に記録されたデータが読み出される構成を有する。例えば、携帯型記録媒
体５は、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ等から構成され、外部装置３ｂと表示
装置４とのデータの入出力を、携帯型記録媒体５を介して間接的に行うことができ、外部
装置３ｂと表示装置４との間が有線で直接接続された場合と異なり、被検体１が撮影中に
自由に動作することが可能となる。
【００２９】
　次に、図１に示すカプセル型内視鏡２について説明する。図２は、図１に示すカプセル
型内視鏡２の一構成例を示す断面模式図である。図２に示すように、カプセル型内視鏡２
は、被検体の臓器内部に導入し易い大きさに形成された外装であるカプセル型筐体１２と
、互いに異なる撮像方向の被写体の画像を撮像する撮像部１１Ａ，１１Ｂとを備える。ま
た、カプセル型内視鏡２は、撮像部１１Ａ，１１Ｂによって撮像された各画像をアンテナ
１６ａで外部に無線送信する無線通信部１６と、カプセル型内視鏡２の各構成部を制御す
る制御部１７と、カプセル型内視鏡２の各構成部に電力を供給する電源部１８とを備える
。
【００３０】
　カプセル型筐体１２は、被検体の臓器内部に導入可能な大きさに形成された外装ケース
であり、筒状筐体１２ａの両側開口端をドーム状筐体１２ｂ，１２ｃによって塞ぐことに
よって実現される。ドーム状筐体１２ｂ，１２ｃは、可視光等の所定波長帯域の光に対し
て透明なドーム形状の光学部材である。筒状筐体１２ａは、可視光に対して略不透明な有
色の筐体である。かかる筒状筐体１２ａおよびドーム状筐体１２ｂ，１２ｃによって形成
されるカプセル型筐体１２は、図２に示すように、撮像部１１Ａ，１１Ｂ、無線通信部１
６、制御部１７および電源部１８を液密に内包する。
【００３１】
　撮像部１１Ａ，１１Ｂは、互いに異なる撮像方向の画像を撮像する。具体的には、撮像
部１１Ａは、ＬＥＤ等の照明部１３Ａと、集光レンズ等の光学系１４Ａと、ＣＭＯＳイメ
ージセンサまたはＣＣＤ等の撮像素子１５Ａとを有する。照明部１３Ａは、撮像素子１５
Ａの撮像視野Ｓ１に白色光等の照明光を発光して、ドーム状筐体１２ｂ越しに撮像視野Ｓ
１内の被写体（例えば被検体内部における撮像視野Ｓ１側の臓器内壁）を照明する。光学
系１４Ａは、この撮像視野Ｓ１からの反射光を撮像素子１５Ａの撮像面に集光して、撮像
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素子１５Ａの撮像面に撮像視野Ｓ１の被写体画像を結像する。撮像素子１５Ａは、この撮
像視野Ｓ１からの反射光を撮像面を介して受光し、この受光した光信号を光電変換処理し
て、この撮像視野Ｓ１（画角φ）の被写体画像、すなわち被検体の体内画像を撮像する。
撮像部１１Ｂは、ＬＥＤ等の照明部１３Ｂと、集光レンズ等の光学系１４Ｂと、ＣＭＯＳ
イメージセンサまたはＣＣＤ等の撮像素子１５Ｂとを有する。照明部１３Ｂは、撮像素子
１５Ｂの撮像視野Ｓ２に白色光等の照明光を発光して、ドーム状筐体１２ｃ越しに撮像視
野Ｓ２内の被写体（例えば被検体内部における撮像視野Ｓ２側の臓器内壁）を照明する。
光学系１４Ｂは、この撮像視野Ｓ２からの反射光を撮像素子１５Ｂの撮像面に集光して、
撮像素子１５Ｂの撮像面に撮像視野Ｓ２の被写体画像を結像する。撮像素子１５Ｂは、こ
の撮像視野Ｓ２からの反射光を撮像面を介して受光し、この受光した光信号を光電変換処
理して、この撮像視野Ｓ２（画角φ）の被写体画像、すなわち被検体体内画像を撮像する
。
【００３２】
　なお、カプセル型内視鏡２が図２に示すように長軸Ｌａ方向の前方および後方を撮像す
る２眼タイプのカプセル型医療装置である場合、かかる撮像部１１Ａ，１１Ｂの各光軸は
、カプセル型筐体１２の長手方向の中心軸である長軸Ｌａと略平行あるいは略一致する。
また、かかる撮像部１１Ａ，１１Ｂの撮像視野Ｓ１，Ｓ２の各方向、すなわち撮像部１１
Ａ，１１Ｂの各撮像方向は、互いに反対方向である。
【００３３】
　制御部１７は、カプセル型内視鏡２の構成部である撮像部１１Ａ，１１Ｂおよび無線通
信部１６の各動作を制御し、かつ、かかる各構成部間における信号の入出力を制御する。
具体的には、制御部１７は、照明部１３Ａが照明した撮像視野Ｓ１内の被写体の画像を撮
像素子１５Ａに撮像させ、照明部１３Ｂが照明した撮像視野Ｓ２内の被写体の画像を撮像
素子１５Ｂに撮像させる。また、制御部１７は、画像信号を生成する信号処理機能を有す
る。制御部１７は、撮像素子１５Ａから撮像視野Ｓ１の体内画像データを取得し、その都
度、この体内画像データに対して所定の信号処理を行って、撮像視野Ｓ１の体内画像デー
タを含む画像信号を生成する。これと同様に、制御部１７は、撮像素子１５Ｂから撮像視
野Ｓ２の体内画像データを取得し、その都度、この体内画像データに対して所定の信号処
理を行って、撮像視野Ｓ２の体内画像データを含む画像信号を生成する。制御部１７は、
かかる各画像信号を時系列に沿って外部に順次無線送信するように無線通信部１６を制御
する。
【００３４】
　ところで、カプセル型内視鏡２は、被検体１への使用前には、滅菌されてその滅菌状態
を保つ必要がある。そこで、本実施の形態１では、上記のカプセル型内視鏡２を滅菌可能
なパッケージに収容している。以下に図３～図６を用いて、本実施の形態１にかかるカプ
セル型内視鏡のパッケージを説明する。ここで、図３は、このカプセル型内視鏡を収容す
る本実施の形態１にかかるカプセル型内視鏡のパッケージの構成を示す斜視図であり、図
４は、図３に示したパッケージから滅菌シートを取り除いた場合の一例を示す斜視図であ
り、図５は、図４に示したベース容器の上面を示す上面図であり、図６は、図５のＡＡ線
断面図である。
【００３５】
　図３に示すように、実施の形態１にかかるカプセル型内視鏡２のパッケージ２０は、カ
プセル型内視鏡２を主面で保持可能なベース容器２２の主面を、滅菌ガス透過性を有する
滅菌シート２１で閉塞される構成を有する。滅菌シート２１はシール部材を構成している
。カプセル型内視鏡２の滅菌処理は、カプセル型内視鏡２がパッケージ２０のベース容器
２２に保持後に滅菌シート２１で閉塞されてから、パッケージ２０内に滅菌シート２１を
介して滅菌ガスが供給されることによって行われる。
【００３６】
　図４～図６に示すように、ベース容器２２には、ベース部材２３上面から、このベース
部材２３上面の鉛直軸上方に二つの保持部２４が突出するように形成されている。この二
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つの保持部２４は、カプセル型内視鏡２の胴部の両端、すなわち筒状筐体１２ａの両端に
設けられ、カプセル型内視鏡２の胴部の両端を保持する。この二つの保持部２４は、カプ
セル型内視鏡２を該カプセル型内視鏡２の短手方向（図６に示すベース部材２３上面に鉛
直な軸Ｌｃに沿った方向）に当該ベース容器２２から離脱可能にカプセル型内視鏡２の胴
部を保持する。各保持部２４は、ベース部材２３上面からカプセル型内視鏡２の取り出し
方向に突出する構造を有する。
【００３７】
　各保持部２４は、カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａにおける各端を覆うように形成されて
いる。図５に示すように、各保持部２４は、上面から見た場合、カプセル型内視鏡２の撮
像部１１Ａ，１１Ｂを内包するドーム状筐体１２ｂ，１２ｃを囲むように形成されている
。そして、図６に示すように、各保持部２４は、ベース部材２３上においてカプセル型内
視鏡２の外径とほぼ同等の高さを有する。したがって、各保持部２４は、カプセル型内視
鏡２の長軸における各端が、カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａ方向から把持されることを防
止している。
【００３８】
　各保持部２４は、図５および図６に示すように、カプセル型内視鏡２の胴部端部の一部
と接触する一対の接触部２４ｂを有する。この保持部２４の一対の接触部２４ｂは、この
接触部２４ｂ同士でカプセル型内視鏡２の胴部を挟むように構成される。保持部２４は、
接触部２４ｂがそれぞれ位置する対向した２面でカプセル型内視鏡２の胴部端部を挟み込
んでいる。図６に示す例では、領域Ｐ１に示すように、ベース部材２３上面との平行面で
あってカプセル型内視鏡２の中心軸を通る平行面（図６に示す面Ｌｂ）と、保持部２４内
壁との交差線で、一対の接触部２４ｂとカプセル型内視鏡２の胴部端部とが線接触してい
る。なお、保持部２４においては、カプセル型内視鏡２の胴部端部と各接触部２４ｂが点
接触するように一対の接触部２４ｂの長軸Ｌａ方向の幅を狭めてもよい。
【００３９】
　そして、保持部２４は、一対の接触部２４ｂの面Ｌｂに沿った間隔Ｄ２４（図６参照）
が、カプセル型内視鏡２の胴部の外径、すなわち筒状筐体１２ａの外径Ｄ１２ａ（図５参
照）よりも小さくなるように形成されている。したがって、この一対の接触部２４ｂは、
カプセル型内視鏡２の胴部との間に発生する摩擦で、カプセル型内視鏡２が意図せずカプ
セル型内視鏡２の取り出し方向（図６に示す軸Ｌｃに沿った方向）から飛び出さないよう
にカプセル型内視鏡２を支持している。さらに、保持部２４は、指での把持でカプセル型
内視鏡２をベース容器２２から取り出せる程度の力でカプセル型内視鏡２を支持するよう
に形成されている。
【００４０】
　一つの保持部２４は、一対の接触部２４ｂによって、カプセル型内視鏡２の胴部端部を
２箇所で支持している。したがって、二つの保持部２４は、カプセル型内視鏡２の胴部の
各端部の４箇所と接触することによって、カプセル型内視鏡２をベース容器２２に保持し
ている。なお、図６に示すように、カプセル型内視鏡２の胴部とベース部材２３上面との
接触面積を小さくするため、カプセル型内視鏡２の胴部端部を支持する支持板２６がベー
ス部材２３上面に設けられている。
【００４１】
　この二つの保持部２４は、カプセル型内視鏡２の胴部が露出するように離間して形成さ
れている。この保持部２４の間の保持部２４が形成されていない領域は、非保持部２５と
して機能する。非保持部２５のうち図５の領域Ａ２において、カプセル型内視鏡２の胴部
が把持可能に露出されている。
【００４２】
　図５に示すように、上面から見た場合、保持部２４の外壁である傾斜面２４ａは、保持
部２４がカプセル型内視鏡２の胴部端部からカプセル型内視鏡２の長軸における端に向か
って広がった形状となるように、長軸Ｌａに対して傾斜するように形成されている。した
がって、非保持部２５は、矢印Ｙ１ａのようにカプセル型内視鏡２の胴部中央から長軸Ｌ
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ａに向かって広がるような形状となる。この結果、図５に示すように、操作者の２本の指
は、カプセル型内視鏡２の短手方向の両側から矢印Ｙ１のように接近した場合、保持部２
４の傾斜面２４ａに沿って、領域Ａ２において露出したカプセル型内視鏡２の胴部にまで
誘導されることとなる。このため、保持部２４および非保持部２５は、カプセル型内視鏡
２の胴部を把持可能に露出させて、カプセル型内視鏡２の胴部以外を把持しないように、
外部からのカプセル型内視鏡２の胴部に対する把持を誘導していることとなる。操作者は
、カプセル型内視鏡２の胴部まで指が誘導された後、そのままカプセル型内視鏡２の胴部
を把持し、図６の矢印Ｙ２のように軸Ｌｃに沿ってカプセル型内視鏡２を持ち上げてベー
ス容器２２から取り出す。図５のようにベース容器２２を上から見た場合には、操作者は
、矢印Ｙ１のように指を近づけてカプセル型内視鏡２の胴部を指で把持した後、紙面のほ
ぼ鉛直上方に向かってカプセル型内視鏡２を取り出す。
【００４３】
　このように、本実施の形態１では、保持部２４がカプセル型内視鏡２の胴部を大きく露
出させた状態でカプセル型内視鏡２を保持するため、指で把持できる領域を大きく確保す
ることができ、ベース容器２２から容易にカプセル型内視鏡２を指で取り出すことができ
る。
【００４４】
　また、本実施の形態１では、撮像部１１Ａ，１１Ｂを内包するドーム状筐体１２ｂ，１
２ｃを囲むように保持部２４が形成されているため、長軸Ｌａ方向からドーム状筐体１２
ｂ，１２ｃが指で把持されることはない。したがって、本実施の形態１では、ドーム状筐
体１２ｂ，１２ｃに指が触れることがないため、このドーム部分が汚れることもないこと
から、カプセル型内視鏡２の観察性が低下することもない。
【００４５】
　そして、本実施の形態１では、各保持部２４がカプセル型内視鏡２の胴部の両端をそれ
ぞれ一対の接触部２４ｂで挟みこんだ状態で保持しているため、カプセル型内視鏡２の保
持機能を十分に確保できることから、パッケージ２０の振動や落下でカプセル型内視鏡２
がパッケージから飛び出してしまうこともなく、安定してカプセル型内視鏡２を保持する
ことができる。
【００４６】
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２について説明する。実施の形態１では、保持部にカプセル型内視鏡
の胴部端部を保持する機能と、カプセル型内視鏡２の長軸における各端への把持を防止す
る機能との双方を持たせた例について説明したが、実施の形態２では、把持防止部を保持
部とは別に設けた場合について説明する。
【００４７】
　図７は、本実施の形態２にかかるカプセル型内視鏡のパッケージを構成するベース容器
を示す斜視図であり、図８は、図７に示したベース容器の上面を示す上面図であり、図９
は、図８のＢＢ線断面図である。本実施の形態２にかかるカプセル型内視鏡のパッケージ
は、実施の形態１と同様に、図７に示すベース容器３２の主面に図３に示す滅菌シート２
１で閉塞される構成を有する。
【００４８】
　図７～図９に示すように、ベース容器３２には、ベース部材３３上面から、このベース
部材３３上面の鉛直軸上方に突出するように設けられた保持部３４１～３４４が形成され
ている。この保持部３４１～３４４のうち、カプセル型内視鏡２の胴部左端部において対
向する保持部３４１，３４２が対となっており、カプセル型内視鏡２の胴部右端部におい
て対向する保持部３４３，３４４が対となっている。この保持部３４１～３４４は、カプ
セル型内視鏡２を該カプセル型内視鏡２の短手方向（図９に示すベース部材３３上面に鉛
直な軸Ｌｃに沿った方向）に当該ベース容器３３から離脱可能にカプセル型内視鏡２の胴
部両端を保持する。各保持部３４１～３４４は、ベース部材３３上面からカプセル型内視
鏡２の取り出し方向に突出する構造を有する。
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【００４９】
　保持部３４１，３４２は、図９の領域Ｐ１に示すように、突起部３４１ａ，３４２ａを
それぞれ端部に有する。この一対の突起部３４１ａ，３４２ａは、カプセル型内視鏡２の
胴部の左端においてカプセル型内視鏡２の胴部上部に位置している。この突起部３４１ａ
の突起先端と、この突起部３４１ａに対向する突起部３４２ａの突起先端との面Ｌｂに沿
った間隔Ｄ３４は、カプセル型内視鏡２の胴部の外径（筒状筐体１２ａの径Ｄ１２ａ）よ
りも小さくなるように設定されている。したがって、この一対の突起部３４１ａ，３４２
ａは、取り出し方向へのカプセル型内視鏡２の離脱を阻害するストッパとして機能する。
また、保持部３４３，３４４にも保持部３４１，３４２と同様の突起部がそれぞれ設けら
れる。
【００５０】
　カプセル型内視鏡２がベース容器３２に配置されている状態では、保持部３４１～３４
４は、カプセル型内視鏡２には接触しておらず、指での把持でカプセル型内視鏡２をベー
ス容器３３から取り出せる程度の力でカプセル型内視鏡２をベース容器３２に保持するよ
うに形成されている。
【００５１】
　また、図９に示すように、ベース部材３３上面には、カプセル型内視鏡２の胴部端部と
少なくとも接触する位置規定部３６が設けられている。この位置規定部３６は、カプセル
型内視鏡２の筒状筐体１２ａが長軸Ｌａに沿って接触するように設けられている。この位
置規定部３６は、図９に示すように、くの字状の断面となるようにカプセル型内視鏡２と
の接触面に窪みが形成されている。位置規定部３６上にカプセル型内視鏡２が配置された
場合、この窪みの中央部にカプセル型内視鏡２が位置決めされることから、位置規定部３
６は、カプセル型内視鏡２が面Ｌｂに沿って移動しないように位置を規定する機能を有す
る。なお、位置規定部３６は、カプセル型内視鏡２の胴部左端のみならず、カプセル型内
視鏡２の胴部右端にも対応して設けられている。
【００５２】
　そして、ベース容器３２には、保持部３４１～３４４とは別体で二つの把持防止部３７
が設けられている。各把持防止部３７は、カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａにおける各端を
覆うように形成されている。すなわち、図８に示すように、各把持防止部３７は、上面か
ら見た場合、カプセル型内視鏡２のドーム状筐体１２ｂ，１２ｃを囲むように形成されて
いる。そして、各把持防止部３７は、図７に示すように、ベース部材３３上においてカプ
セル型内視鏡２の外径とほぼ同等の高さを有する。このように形成されることによって、
各把持防止部３７は、カプセル型内視鏡２の長軸における各端が、カプセル型内視鏡２の
長軸Ｌａ方向から把持されることを防止している。なお、この把持防止部３７によって、
カプセル型内視鏡２は、長軸Ｌａ方向の移動も規制されるため、把持防止部３７は、カプ
セル型内視鏡２の長軸Ｌａ方向への位置移動を規制する機能も有する。
【００５３】
　さらに、図７および図８に示すように、保持部３４１，３４３間および保持部３４２，
３４４間は、カプセル型内視鏡２の胴部が露出するようにそれぞれ離間して形成されてい
る。この保持部３４１，３４３間および保持部３４２，３４４間の領域は、非保持部３５
として機能する。非保持部３５のうち図８の領域Ａ３において、カプセル型内視鏡２の胴
部が把持可能に露出されている。また、図８に示すように、上面から見た場合、カプセル
型内視鏡２は、非保持部３５以外では、保持部３４１～３４４および把持防止部３７によ
って覆われているため、操作者の指は、非保持部３５において露出したカプセル型内視鏡
２の胴部にまで誘導されることとなる。
【００５４】
　カプセル型内視鏡２を取り出す操作者は、非保持部３５において露出したカプセル型内
視鏡２の胴部にまで指が誘導された後、図８の矢印Ｙ３のように指をアプローチさせてカ
プセル型内視鏡２の胴部を把持する。そして、図９（２）に示す矢印Ｙ４のように軸Ｌｃ
に沿ってカプセル型内視鏡２をベース容器３２から取り出す。言い換えると、図８のよう
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にベース容器３２を上から見た場合には、操作者は、矢印Ｙ３のように指を近づけてカプ
セル型内視鏡２の胴部を指で把持した後、紙面のほぼ鉛直上方に向かって持ち上げること
によってカプセル型内視鏡２を取り出す。
【００５５】
　この場合、この操作者のカプセル型内視鏡２の取り出し動作によって、図９（２）に示
す矢印Ｙ４のように軸Ｌｃに沿って移動したカプセル型内視鏡２の胴部側面が突起部３４
１ａ，３４２ａに線接触または点接触する。これによって、図９（２）に示すように、保
持部３４１，３４２には、カプセル型内視鏡２胴部側面から矢印Ｙ５のように内側から外
側に向かう力が加わる。この力によって保持部３４１，３４２が一時的に押し広げられる
ように変形し、一対の突起部３４１ａ，３４２ａの間隔がカプセル型内視鏡２の外径と同
等以上に広がるため、カプセル型内視鏡２をベース容器３２から取り出すことができる。
なお、保持部３４３，３４４も同様に変形する。
【００５６】
　このように、本実施の形態２においても、実施の形態１と同様に、カプセル型内視鏡２
の保持機能を十分に確保するとともに、カプセル型内視鏡２の胴部を大きく露出させた状
態でカプセル型内視鏡２を保持するため、カプセル型内視鏡２の取り出しが容易であり、
ドーム状筐体１２ｂ，１２ｃを囲むように把持防止部３７が形成されているため、このド
ーム部分が汚れることもない。
【００５７】
　さらに、本実施の形態２では、カプセル型内視鏡２がベース容器３２に配置されている
状態では、保持部３４１～３４４は、カプセル型内視鏡２には接触していないため、カプ
セル型内視鏡２とベース容器３２との接触面積が実施の形態１よりも小さくなる。したが
って、本実施の形態２では、滅菌ガスがカプセル型内視鏡２側面に十分に接触できること
から、滅菌の確実性をさらに向上させることができる。
【００５８】
（実施の形態２の変形例１）
　次に、実施の形態２の変形例１について説明する。実施の形態２の変形例１では、ベー
ス部上面の鉛直軸上方ではなく、ベース部上面と平行となるようにスライドさせながらカ
プセル型内視鏡を取り出す場合について説明する。
【００５９】
　図１０は、本実施の形態２の変形例１にかかるカプセル型内視鏡のパッケージを構成す
るベース容器を示す斜視図であり、図１１は、図１０のＣＣ線断面図であり、図１２は、
図１０のＤＤ線断面図であり、図１３は、図１２のＥＥ線断面図である。本実施の形態２
の変形例１にかかるカプセル型内視鏡のパッケージは、実施の形態１と同様に、図１０に
示すベース容器４２の主面に図３に示す滅菌シート２１で閉塞される構成を有する。
【００６０】
　図１０および図１１に示すように、ベース容器４２には、ベース部材４３上面に、断面
がＬ字状の二つの保持部４４が形成されている。この二つの保持部４４は、カプセル型内
視鏡２の胴部の両端、すなわち筒状筐体１２ａの両端に設けられ、カプセル型内視鏡２の
胴部の両端を保持する。
【００６１】
　各保持部４４は、図１１に示すように、カプセル型内視鏡２を該カプセル型内視鏡２の
短手方向のうち面Ｌｂに沿った上側の部分が開口した形状を有する。各保持部４４は、こ
の開口部に向かう方向に離脱可能にカプセル型内視鏡２の胴部を保持する。なお、各保持
部４４は、図１０に示す長軸Ｌａが通る両側部分もそれぞれ開口した形状を有する。
【００６２】
　各保持部４４は、図１１に示すように、突起部４４ａをそれぞれ有する。また、保持部
４４の突起部４４ａは、カプセル型内視鏡２の胴部の端部においてカプセル型内視鏡２の
胴部上部に位置している。そして、突起部４４ａの突起先端と、この突起部４４ａに対向
するベース部材４３上面との軸Ｌｃに沿った間隔Ｄ４４は、カプセル型内視鏡２の胴部の
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外径Ｄ１２ａよりも小さくなるように設定されている。したがって、この突起部４４ａは
、取り出し方向（図１１（２）の矢印Ｙ７に示す面Ｌｂに沿って上方向）のカプセル型内
視鏡２の離脱を阻害するストッパとして機能する。
【００６３】
　カプセル型内視鏡２がベース容器４２に配置されている状態では、保持部４４は、カプ
セル型内視鏡２には接触しておらず、指での把持でカプセル型内視鏡２をベース容器４２
から取り出せる程度の力でカプセル型内視鏡２をベース容器４２に保持するように形成さ
れている。
【００６４】
　図１１～１３に示すように、ベース部材４３上面には、略Ｌ字状の断面を有する位置規
定部４６が設けられている。位置規定部４６は、カプセル型内視鏡２のドーム状筐体１２
ｂ，１２ｃの外面のうち、撮像視野Ｓ１，Ｓ２以外の箇所でカプセル型内視鏡２と接触す
る。この位置規定部４６は、図１１に示すように、カプセル型内視鏡２のドーム部と接触
する面４６ａが、緩やかに傾斜するように形成されている。このため、カプセル型内視鏡
２は、面Ｌｂに沿って移動しないように位置が規定される。そして、この位置規定部４６
上にカプセル型内視鏡２を配置した場合、この面４６ａの角４６ｂにカプセル型内視鏡２
のドーム状筐体１２ｂ，１２ｃが引っ掛かるように位置決めされる。したがって、位置規
定部４６は、カプセル型内視鏡２が、面Ｌｂに沿って移動しないように位置を規定すると
ともに、カプセル型内視鏡２が長軸Ｌａ方向に移動しないように位置を規定する。
【００６５】
　図１２および図１３に示すように、ベース部材４３上面には、保持部４４とは別体で二
つの把持防止部４７が設けられている。図１２および図１３に示すように、各把持防止部
４７は、カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａにおける各端の外側に形成され、ドーム状筐体１
２ｂ，１２ｃへの長軸Ｌａ方向の把持を阻害している。したがって、各把持防止部４７は
、カプセル型内視鏡２の長軸における各端が、カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａ方向から把
持されることを防止している。なお、この把持防止部４７によって、カプセル型内視鏡２
は、長軸Ｌａ方向の移動も規制されるため、把持防止部４７は、カプセル型内視鏡２の長
軸Ｌａ方向への位置移動を規制する機能も有する。また、ベース部材４３上面にはカプセ
ル型内視鏡２の胴部が位置する支持板４８が設けられる。
【００６６】
　また、実施の形態１と同様に、各保持部４４は、カプセル型内視鏡２の胴部が露出する
ようにそれぞれ離間して形成されている。この保持部４４の間の保持部４４が形成されて
いない領域は、非保持部４５として機能する。非保持部４５のうち図１０の領域Ａ４にお
いて、カプセル型内視鏡２の胴部が把持可能に露出されている。また、図１０～図１３に
示すように、カプセル型内視鏡２は、非保持部４５以外は、保持部４４、把持防止部４７
によって覆われているため、操作者の指は、非保持部４５において露出したカプセル型内
視鏡２の胴部にまで誘導されることとなる。
【００６７】
　カプセル型内視鏡２を取り出す操作者は、非保持部４５において露出したカプセル型内
視鏡２の胴部にまで指が誘導された後、図１０の矢印Ｙ６のように指をアプローチさせて
カプセル型内視鏡２の胴部を把持する。そして、図１１（２）に示す矢印Ｙ７のように面
Ｌｂに沿って上方向にカプセル型内視鏡２をベース容器４２から取り出す。言い換えると
、図１０のようにベース容器４２を上から見た場合には、操作者は、矢印Ｙ６のように指
を近づけてカプセル型内視鏡２の胴部を指で把持した後、紙面と平行になるように上方向
にスライドさせながらカプセル型内視鏡２を取り出す。
【００６８】
　この場合、この操作者のカプセル型内視鏡２の取り出し動作によって、図１１（２）に
示す矢印Ｙ７のように面Ｌｂに沿って上に移動したカプセル型内視鏡２の胴部側面が突起
部４４ａに線接触または点接触する。これによって、図１１（２）に示すように、保持部
４４には、カプセル型内視鏡２胴部側面から矢印Ｙ８のように内側から外側に向かう力が
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加わる。この力によって保持部４４が一時的に押し広げられるように変形し、突起部４４
ａとベース部材４３上面との間隔がカプセル型内視鏡２の外径と同等以上に広がるため、
カプセル型内視鏡２をベース容器４２から取り出すことができる。
【００６９】
　このように、本実施の形態２の変形例１においても、実施の形態２と同様に、カプセル
型内視鏡２の保持機能を十分に確保するとともに、カプセル型内視鏡２の胴部を大きく露
出させた状態でカプセル型内視鏡２を保持するため、カプセル型内視鏡２の取り出しが容
易であり、ドーム状筐体１２ｂ，１２ｃを囲むように把持防止部４７が形成されているた
め、このドーム部分が汚れることもない。そして、本実施の形態２の変形例１においても
、カプセル型内視鏡２がベース容器４２に配置されている状態では保持部４４は、カプセ
ル型内視鏡２には接触していないため、カプセル型内視鏡２とベース容器４２との接触面
積が実施の形態１よりも小さくなることから滅菌の確実性をさらに向上させることができ
る。
【００７０】
（実施の形態３）
　次に、実施の形態３について説明する。実施の形態３では、薄肉の樹脂材料などによっ
て、保持部とベース部とを一体的に成型した場合について説明する。図１４は、本実施の
形態３にかかるカプセル型内視鏡のパッケージを構成するベース容器を示す斜視図であり
、図１５は、図１４に示したベース容器の上面を示す上面図であり、図１６は、図１５の
ＦＦ線断面図である。本実施の形態３にかかるカプセル型内視鏡のパッケージは、実施の
形態１と同様に、図１４に示すベース容器５２の主面に図３に示す滅菌シート２１で閉塞
される構成を有する。
【００７１】
　図１４～図１６に示すように、ベース容器５２には、ベース部材５３上面から、このベ
ース部材５３上面の鉛直軸上方に突出するように二つの保持部５４が形成されている。こ
の二つの保持部５４は、カプセル型内視鏡２の胴部の両端に設けられ、カプセル型内視鏡
２の胴部の両端を保持する。この二つの保持部５４は、カプセル型内視鏡２を該カプセル
型内視鏡２の短手方向（図１６に示す軸Ｌｃに沿った方向）に当該ベース容器５２から離
脱可能にカプセル型内視鏡２の胴部を保持する。各保持部５４は、ベース部材５３上面か
らカプセル型内視鏡２の取り出し方向に突出する構造を有する。
【００７２】
　各保持部５４は、カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａにおける各端を覆うように形成されて
いる。図１５に示すように、各保持部５４は、上面から見た場合、カプセル型内視鏡２の
ドーム状筐体１２ｂ，１２ｃを囲むように形成されている。そして、図１６に示すように
、各保持部５４は、ベース部材５３上においてカプセル型内視鏡２の外径とほぼ同等の高
さを有する。したがって、各保持部５４は、カプセル型内視鏡２の長軸における各端が、
カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａ方向から把持されることを防止している。
【００７３】
　各保持部５４は、図１５および図１６に示すように、カプセル型内視鏡２の胴部端部の
一部と接触する一対の接触部５４ｂを有する。この保持部５４の一対の接触部５４ｂは、
この接触部５４ｂ同士でカプセル型内視鏡２の胴部を挟むように構成される。保持部５４
は、接触部５４ｂがそれぞれ位置する対向した２面でカプセル型内視鏡２の胴部端部を挟
み込んでいる。図１６に示す例では、領域Ｐ４に示すように、面Ｌｂと、保持部５４内壁
との交差線で、一対の接触部５４ｂとカプセル型内視鏡２の胴部端部とが線接触または点
接触する。
【００７４】
　そして、保持部５４は、一対の接触部５４ｂの面Ｌｂに沿った間隔Ｄ５４（図１６参照
）が、カプセル型内視鏡２の筒状筐体１２ａの外径Ｄ１２ａ（図１５参照）よりも小さく
なるように形成されている。したがって、この一対の接触部５４ｂは、カプセル型内視鏡
２の胴部との間に発生する摩擦で、カプセル型内視鏡２が意図せずカプセル型内視鏡２の
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取り出し方向（図１６に示す軸Ｌｃに沿った方向）から飛び出さないようにカプセル型内
視鏡２を保持部５４間の保持領域５４ｃにおいて支持している。さらに、保持部５４は、
指での把持でカプセル型内視鏡２をベース容器５２から取り出せる程度の力でカプセル型
内視鏡２を支持するように形成されている。
【００７５】
　各保持部５４は、カプセル型内視鏡２の胴部が露出するように離間して形成されている
。この保持部５４の間の保持部５４が形成されていない領域は、非保持部５５として機能
する。非保持部５５のうち図１５の領域Ａ５において、カプセル型内視鏡２の胴部が把持
可能に露出されている。また、図１５に示すように、上面から見た場合、カプセル型内視
鏡２は、非保持部５５以外では、保持部５４によって覆われているため、操作者の指は、
非保持部５５において露出したカプセル型内視鏡２の胴部にまで誘導されることとなる。
【００７６】
　さらに、ベース部材５３と保持部５４とは、図１６に示すように、一体的に形成される
。このベース部材５３と保持部５４とは、たとえばポリプロピレン等の薄肉の樹脂材料に
よって形成される。したがって、図１５および図１６に示す矢印Ｙ１０のように、面Ｌｂ
に沿ってベース部材５３を両側から押圧した場合には、ベース部材５３が内側に押し込ま
れて変形し、これにともない、図１６（２）の矢印Ｙ１１に示すように、保持部５４の上
面５４ａ同士が広がるように保持部５４も変形する。
【００７７】
　カプセル型内視鏡２を取り出す操作者は、非保持部５５において露出したカプセル型内
視鏡２の胴部にまで誘導された後、この非保持部５５の領域Ａ５において、矢印Ｙ９のよ
うに指をアプローチさせてカプセル型内視鏡２の胴部を把持する。そして、図１５および
図１６の矢印Ｙ１０のように、ベース部材５３を両側から、面Ｌｂに沿って押圧する。こ
の結果、ベース部材５３が内側に押し込まれて変形し、これにともない、保持部５４の上
面５４ａ同士が一時的に広がるように保持部５４も変形する。この変形によって、図１６
（２）の矢印Ｙ１１のように、対となる接触部５４ｂの間隔がカプセル型内視鏡２の外径
と同等以上に広がり、カプセル型内視鏡２を矢印Ｙ１２のようにベース容器５２から取り
出すことができる。
【００７８】
　このように、本実施の形態３においても、実施の形態１と同様に、カプセル型内視鏡２
の保持機能を十分に確保するとともに、カプセル型内視鏡２の胴部を大きく露出させた状
態でカプセル型内視鏡２を保持するため、カプセル型内視鏡２の取り出しが容易であり、
ドーム状筐体１２ｂ，１２ｃを囲むように保持部５４が形成されているため、このドーム
部分が汚れることもない。
【００７９】
　さらに、実施の形態３においては、ベース部材５３を押圧し保持部５４間を開くことに
よってカプセル型内視鏡２を取り出すため、実施の形態１，２と比較してカプセル型内視
鏡２の取り出しのためにカプセル型内視鏡２に加える力が小さくてすむことから、カプセ
ル型内視鏡２の取り出し性をさらに向上させることができる。
【００８０】
　なお、本実施の形態３では、ベース部材５３を押圧して保持部５４間が開くように変形
させていたが、保持部５４間を機械的に開閉させる機構を設けることによって、保持部５
４間を開けてカプセル型内視鏡２を取り出せるようにしてもよい。
【００８１】
　また、実施の形態３においては、一対の接触部５４ｂで挟み込んでカプセル型内視鏡２
を保持するほか、カプセル型内視鏡２が取り出し方向から飛び出すことを防止するストッ
パとして機能する突起部を設けてカプセル型内視鏡２を保持してもよい。図１７は、実施
の形態３におけるベース容器の他の例を示す断面図であり、図１５のＦＦ線と同じ線で切
断した場合に対応する。
【００８２】
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　この図１７に示すように、このベース容器６２では、ベース容器５２と同様に、ベース
部６３と一体的に形成された二つの保持部６４が設けられており、各保持部６４には、対
となる突起部６４ａがそれぞれ形成されている。突起部６４ａの突起先端同士の面Ｌｂに
沿った間隔Ｄ６４は、カプセル型内視鏡２の胴部の外径Ｄ１２ａよりも小さくなるように
保持部６４が形成されている。ベース部６３と保持部６４とは、実施の形態３と同様に、
薄肉の樹脂材料によって一体的に形成されるため、図１７（１）の矢印Ｙ１３のように、
ベース部６３を両側から、面Ｌｂに沿って押圧した場合には、ベース部６３が内側に押し
込まれて変形し、保持部６４の上面６４ｂ同士が広がるように保持部６４も変形する。こ
れにともない、保持部６４の突起部６４ａ間も、図１７（２）の矢印Ｙ１４のように、カ
プセル型内視鏡２の外径と同等以上に広がり、保持領域６４ｃのカプセル型内視鏡２を矢
印Ｙ１５のようにベース容器６２から取り出すことができる。
【００８３】
（実施の形態４）
　次に、実施の形態４について説明する。実施の形態４においては、カプセル型内視鏡の
短手方向からではなく、カプセル型内視鏡の長手方向から取り出す場合について説明する
。
【００８４】
　図１８は、本実施の形態４にかかるカプセル型内視鏡のパッケージの構成を示す斜視図
であり、図１９は、図１８に示したパッケージから滅菌シートを取り除いた場合の一例を
示す斜視図であり、図２０は、図１９に示すベース容器の斜視図であって図１９に示した
状態から反転させた場合の斜視図であり、図２１は、図２０に示したベース容器の上面を
示す上面図であり、図２２は、図２１のＧＧ線断面図である。
【００８５】
　図１８および図１９に示すように、パッケージ１４０は、外部収容部であるブリスター
パック１４１と、ブリスターパック１４１内に嵌め込まれ、カプセル型内視鏡２を保持す
る内部収容部であるベース容器１４２と、ブリスターパック１４１の上面に設けられ、ブ
リスターパック１４１の開口を閉塞する滅菌シート１４３とを備える。
【００８６】
　ブリスターパック１４１は、有底の円筒部１４１ａと、この円筒部１４１ａの開口上縁
の一部に設けられた舌片形状の取手部１４１ｂと、円筒部１４１ａの開口上縁および取手
部１４１ｂの外周に設けられた縁部１４１ｃと、円筒部１４１ａの周面に設けられ、円筒
部１４１ａの内部から外部方向に突出した円筒部１４１ａの長手方向に形成された略半円
柱形状の複数の突起部１４１ｄとを備える。取手部１４１ｂは、上面が略三角形状の板状
部材によって形成され、後述するベース容器１４２の取手部１４２ｂが当接可能に構成さ
れている。縁部１４１ｃは、所定の幅を有し、円筒部１４１ａの開口上縁および取手部１
４１ｂの外周に、階段状に１段高く設けられている。また、この縁部１４１ｃの高さは、
取手部１４１ｂに当接したベース容器１４２の取手部１４２ｂや縁部１４２ｃの厚みと同
等以上に構成されており、ベース容器１４２がブリスターパック１４１内に収容された状
態で、縁部１４１ｃの上面に滅菌シート１４３が貼り付けられるようになっている。
【００８７】
　次に、図２０～図２２を参照して、ベース容器１４２について説明する。ベース容器１
４２は、図２０～図２２に示すように、有底の円筒部１４２ａと、この円筒部１４２ａの
開口上縁の一部に設けられた舌片形状の取手部１４２ｂと、円筒部１４２ａの開口上縁に
取手部１４２ｂと連なるように設けられた縁部１４２ｃと、円筒部１４２ａの内部から外
部方向に突出した略半円柱形状の複数の突起部１４２ｄとを備える。円筒部１４２ａには
、主面となるベース面１４２ｆが形成され、このベース面１４２ｆの中央部分には、カプ
セル型内視鏡２の長軸Ｌａにおける一方の端が嵌装される有底の穴１４２ｅが設けられて
いる。図２２に示すように、このベース面１４２ｆの高さは、穴１４２ｅに嵌装されたカ
プセル型内視鏡２の胴部端部の高さとほぼ同等となるように設定されている。そして、穴
１４２ｅの内径は、カプセル型内視鏡２が嵌装可能なようにカプセル型内視鏡２の外径よ
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り若干大きい内径で構成されている。
【００８８】
　さらに、このベース面１４２ｆには、穴１４２ｅの側壁の一部と連続してベース面１４
２ｆから突出する凸部が保持部１４４として複数形成される。この保持部１４４は、穴１
４２ｅに嵌装されたカプセル型内視鏡２の胴部のほぼ中央付近まで突出するように形成さ
れる。本実施の形態４においては、三つの保持部１４４が形成された場合を例に説明する
。
【００８９】
　保持部１４４は、ベース容器１４２外周に向かって広がるような扇形状を有している。
この保持部１４４は、図２１および図２２の領域Ｐ６に示すように、穴１４２ｅと連続す
る各接触部１４４ａにおいて、穴１４２ｅに嵌装されたカプセル型内視鏡２の胴部端部と
接触する。三つの保持部１４４の接触部１４４ａは、それぞれカプセル型内視鏡２の胴部
端部側面と接触している。このため、ベース容器１４２においては、カプセル型内視鏡２
の胴部の一方の端部が、この三つの保持部１４４によって３箇所で保持される。そして、
保持部１４４は、カプセル型内視鏡２を該カプセル型内視鏡２の長手方向（図２２に示す
カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａ方向）にベース容器１４２から離脱可能にカプセル型内視
鏡２の胴部端部の一方を保持する。したがって、各保持部１４４は、ベース面１４２ｆか
らカプセル型内視鏡２の取り出し方向に突出する構造を有する。
【００９０】
　各保持部１４４は、カプセル型内視鏡２の胴部が露出するようにそれぞれ離間して形成
されており、保持部１４４の間の保持部１４４が形成されていない領域は、非保持部１４
５として機能する。非保持部１４５では、図２２の領域Ｐ７のようにカプセル型内視鏡２
の胴部が把持可能に露出されている。
【００９１】
　さらに、ベース部材１４４を上から見た場合、図２１に示すように、保持部１４４は、
ベース容器１４２外周からカプセル型内視鏡２側面に向かって狭まった扇形状を有するた
め、非保持部１４５は、ベース容器１４２外周からカプセル型内視鏡２側面に向かって狭
まった形状を有する。このため、操作者の指は、図２１の矢印Ｙ２１のようにカプセル型
内視鏡２の側面に接近した場合、カプセル型内視鏡２の外周部の３箇所を１２０度方向に
て指３本で把持するように、保持部１４４の形状に沿って、非保持部１４５において露出
したカプセル型内視鏡２の胴部側面にまで誘導されることとなる。
【００９２】
　そして、操作者は、３本の指がカプセル型内視鏡２胴部側面まで誘導された後、そのま
まカプセル型内視鏡２の胴部を３箇所で把持し、図２２の矢印Ｙ２２のようにカプセル型
内視鏡２の長軸Ｌａに沿ってカプセル型内視鏡２を持ち上げてベース容器１４２から取り
出す。なお、図２１および図２２に示すように、穴１４２ｅ周囲のうち保持部１４４形成
領域以外には、把持および取り出しが容易となるように段差１４８が形成されている。
【００９３】
　また、穴１４２ｅにカプセル型内視鏡２が嵌装された場合、この穴１４２ｅの底部は、
カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａにおける一方の端を覆うこととなるため、カプセル型内視
鏡２の長軸における一方の端が、カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａ方向から把持されること
を防止する機能も有する。
【００９４】
　このように、本実施の形態４では、保持部１４４がカプセル型内視鏡２の胴部を指の接
近方向に広く露出させるとともに深さ方向にも広く露出させた状態でカプセル型内視鏡２
を保持している。このため、実施の形態４では、胴部側面まで指が接近しやすく、さらに
胴部下方まで胴部側面を指で把持できるため、ベース容器１４２から容易にカプセル型内
視鏡２を指で取り出すことができる。
【００９５】
　また、本実施の形態４では、穴１４２ｅ内にカプセル型内視鏡２が嵌装された場合、ド
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ーム状筐体１２ｂ，１２ｃの一方を穴１４２ｅの底部で覆うため、このドーム状筐体１２
ｂ，１２ｃに指が触れることはなく、このドーム部分が汚れることもない。また、本実施
の形態４では、操作者の指が保持部１４４の形状に沿ってカプセル型内視鏡２の胴部側面
にまで誘導される。ここで、穴１４２ｅに嵌装されていないドーム状筐体１２ｂ，１２ｃ
は、この誘導経路に位置しないため、操作者の指が触れることはほとんどなく、穴１４２
ｅに嵌装されていないドーム部分も汚れることはない。
【００９６】
　そして、本実施の形態４では、三つの保持部１４４がそれぞれカプセル型内視鏡２の胴
部端部に接触している。したがって、本実施の形態４では、３箇所でカプセル型内視鏡２
の胴部端部を保持しているため、カプセル型内視鏡２の保持機能を十分に確保できる。
【００９７】
　なお、実施の形態４では、図２３に示すように、保持部１４４の穴１４２ｅとの連続面
に段差１４４ｂを設けて、筒状筐体１２ａとドーム状筐体１２ｂとの接合箇所を段差１４
４ｂに引っ掛けることによって、カプセル型内視鏡２の深さ方向の位置移動を制限するこ
とができる。このため、ドーム状筐体１２ｂの頂部が穴１４２ｅの底面に接触することを
防止できる。カプセル型内視鏡２に前記接合箇所がない場合は、ドーム状筐体１２ｂにお
ける撮像部の画角範囲外となる位置（画像には映らない箇所）を段差１４４ｂに当て付け
ることで、上記と同様にカプセル型内視鏡２の深さ方向の位置移動を制限してもよい。
【００９８】
　また、本実施の形態４では、図２１に示すように、上面から見て扇形状を有する保持部
１４４を形成したベース容器１４２を例として説明したが、もちろん、保持部１４４の形
状は扇形状に限らない。
【００９９】
　たとえば、図２４のベース容器１４２１に示すように、Ｉ字形状の保持部１４４１であ
ってもよい。この場合も、領域Ｐ６ａにおいて、三つの保持部１４４１で、カプセル型内
視鏡２の胴部端部を３箇所で保持しているため、カプセル型内視鏡２の保持機能を十分に
確保できる。また、各保持部１４４１は、カプセル型内視鏡２の胴部が露出するようにそ
れぞれ離間して形成されており、操作者の指は、保持部１４４１の間の保持部１４４１が
形成されていない非保持部１４５１において、カプセル型内視鏡２外側から矢印Ｙ２１ａ
のようにカプセル型内視鏡２の胴部側面にまで誘導される。
【０１００】
　また、図２５のベース容器１４２２に示すように、Ｔ字形状の保持部１４４２であって
もよい。この場合も、領域Ｐ６ｂにおいて、三つの保持部１４４２で、カプセル型内視鏡
２の胴部端部を３箇所で保持しているため、カプセル型内視鏡２の保持機能を十分に確保
できる。また、各保持部１４４２は、カプセル型内視鏡２の胴部が露出するようにそれぞ
れ離間して形成されており、操作者の指は、保持部１４４２の間の保持部１４４２が形成
されていない非保持部１４５２において、カプセル型内視鏡２外側から矢印Ｙ２１ｂのよ
うにカプセル型内視鏡２の胴部側面にまで誘導される。また、実施の形態４では、保持部
１４４，１４４１，１４４２を三つ設けた場合を例に説明したが、もちろんこれに限らず
、カプセル型内視鏡２を保持可能なように複数設ければ足りる。
【０１０１】
　また、図２６のベース容器１４２３に示すように、ベース面１４２ｆのうち非保持部１
４５には、把持方向を示す矢印状のマーク１４９が示されていてもよい。この場合には、
操作者は、マーク１４９を視認しながら、このマーク１４９が示す方向に指をアプローチ
すれば、カプセル型内視鏡２の胴部に正しく指を接近させることができる。
【０１０２】
（実施の形態５）
　次に、実施の形態５について説明する。図２７は、実施の形態５にかかるカプセル型内
視鏡のパッケージを構成するベース容器を示す斜視図である。図２８は、図２７に示した
ベース容器の上面を示す上面図であり、図２９は、図２８のＨＨ線断面図である。本実施
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の形態５にかかるカプセル型内視鏡のパッケージは、実施の形態４と同様に、図２７に示
すベース容器２４２を図２７に示した状態から反転させた状態でブリスターパック１４１
に装着され、さらにブリスターパック１４１の開口を滅菌シート１４３で閉塞される構成
を有する。
【０１０３】
　図２７に示すように、実施の形態５におけるベース容器２４２は、実施の形態４にかか
るベース容器１４２と同様に、取手部１４２ｂと、縁部１４２ｃとを備える。そして、ベ
ース容器２４２は、有底の円筒部２４２ａと、この円筒部２４２ａの内部から外部方向に
突出した略半円柱形状の複数の突起部２４２ｄとを備える。
【０１０４】
　円筒部２４２ａには、主面となるベース面２４２ｆが形成され、このベース面２４２ｆ
の中央部分には、カプセル型内視鏡２の長軸Ｌａにおける一方の端およびカプセル型内視
鏡２の胴部が嵌装される有底の穴２４２ｅが設けられている。図２９に示すように、この
ベース面２４２ｆの高さは、穴２４２ｅに嵌装されたカプセル型内視鏡２の胴部中ほどの
高さとほぼ同等となるように設定されている。そして、穴２４２ｅの内径は、カプセル型
内視鏡２が嵌装可能なようにカプセル型内視鏡２の外径より若干大きい内径で構成されて
いる。
【０１０５】
　さらに、このベース面２４２ｆには、穴２４２ｅの側壁の一部と連続するようにベース
面２４２ｆの穴２４２ｅの周囲の一部を堀り下げたように略円形の凹部が形成されている
。この凹部は、非保持部２４５として機能し、図２７～図２９に示す例では三つの凹部が
非保持部２４５として形成されている。この非保持部２４５は、図２９に示すように、穴
２４２ｅに嵌装されたカプセル型内視鏡２の胴部の下方側の端部まで掘り下げられたよう
に形成される。したがって、穴２４２ｅに嵌装されたカプセル型内視鏡２の胴部は、この
非保持部２４５に対応する領域（図２９に示す領域Ｐ９）では露出することとなる。
【０１０６】
　非保持部２４５は、穴２４２ｅの側壁の一部が残るようにそれぞれ離間して掘り下げた
ように形成されており、ベース面２４２ｆの穴２４２ｅの周囲における凹部（非保持部２
４５）以外の領域は、保持部２４４として機能する。この保持部２４４では、図２８およ
び図２９の領域Ｐ８に示すように、側壁２４４ａが、穴２４２ｅに嵌装されたカプセル型
内視鏡２の胴部端部と接触する。三つの保持部２４４における側壁２４４ａは、それぞれ
カプセル型内視鏡２の胴部端部側面の一部と接触している。このため、ベース容器２４２
においては、カプセル型内視鏡２の胴部の一方の端部が、この三つの保持部２４４によっ
て３箇所で保持される。そして、保持部２４４は、カプセル型内視鏡２を該カプセル型内
視鏡２の長手方向（図２９の矢印Ｙ２４に示すカプセル型内視鏡２の長軸Ｌａ方向）にベ
ース容器２４２から離脱可能にカプセル型内視鏡２の胴部端部の一方を保持する。
【０１０７】
　操作者の指は、ベース容器２４２上方から、広く開口した非保持部２４５内にそれぞれ
挿入されて、矢印Ｙ２３のように、カプセル型内視鏡２の胴部側面まで誘導された後、そ
のままカプセル型内視鏡２の胴部を３箇所で把持し、図２９の矢印Ｙ２４のようにカプセ
ル型内視鏡２の長軸Ｌａに沿ってカプセル型内視鏡２を持ち上げてベース容器２４２から
取り出す。
【０１０８】
　このように、本実施の形態５では、カプセル型内視鏡２の胴部が３箇所で十分に露出す
るようにベース容器２４２にカプセル型内視鏡２が保持されるため、指で把持できる領域
を確保することができ、安定してカプセル型内視鏡２をベース容器２４２から取り出すこ
とができる。
【０１０９】
　また、本実施の形態５においても、実施の形態４と同様に、ドーム状筐体１２ｂ，１２
ｃの一方を穴２４２ｅの底部で覆うため、このドーム状筐体１２ｂ，１２ｃに指が触れる
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ことはなく、このドーム部分が汚れることもない。
【０１１０】
　そして、本実施の形態５においても、実施の形態４と同様に、三つの保持部２４４によ
って、３箇所でカプセル型内視鏡２の胴部端部を保持しているため、カプセル型内視鏡２
の保持機能を十分に確保できる。
【０１１１】
　なお、実施の形態５では、保持部２４４が三箇所に形成されるように３箇所に凹部を設
けた場合を例に説明したが、もちろんこれに限らず、カプセル型内視鏡２を保持可能なよ
うに複数の凹部を設ければ足りる。
【０１１２】
　また、本実施の形態１～５にかかるカプセル型内視鏡のパッケージにおいては、複眼の
カプセル型内視鏡２を収容した場合を例に説明したが、もちろんこれに限らず、いわゆる
単眼のカプセル型内視鏡を収容してもよい。
【符号の説明】
【０１１３】
　１　被検体
　２　カプセル型内視鏡
　３　受信装置
　３ａ　受信ジャケット
　３ｂ　外部装置
　４　表示装置
　５　携帯型記録媒体
　１１Ａ，１１Ｂ　撮像部
　１２　カプセル型筐体
　１２ａ　筒状筐体
　１２ｂ，１２ｃ　ドーム状筐体
　１３Ａ，１３Ｂ　照明部
　１４Ａ，１４Ｂ　光学系
　１５Ａ，１５Ｂ　撮像素子
　１６　無線通信部
　１６ａ　アンテナ
　１７　制御部
　１８　電源部
　２０，１４０　パッケージ
　２１，１４３　滅菌シート
　２２，３２，４２，５２，６２，１４２，２４２，１４２１，１４２２，１４２３　ベ
ース容器
　２３，３３，４３，５３　ベース部材
　２４，３４１～３４４，４４，５４，６４，１４４，２４４，１４４１，１４４２　保
持部
　２４ａ　傾斜面
　２４ｂ，５４ｂ，１４４ａ　接触部
　２５，３５，４５，５５，１４５，２４５，１４５１，１４５２　非保持部
　２６　支持板
　３６，４６　位置規定部
　３７，４７　把持防止部
　４４ａ，６４ａ，１４１ｄ，１４２ｄ，２４２ｄ，３４１ａ，３４２ａ　突起部
　４６ａ　面
　５４ａ，６４ｂ　上面
　６３　ベース部
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　１４１　ブリスターパック
　１４１ａ，１４２ａ，２４２ａ　円筒部
　１４１ｃ，１４２ｃ　縁部
　１４１ｂ，１４２ｂ　取手部
　１４２ｆ，２４２ｆ　ベース面
　１４２ｅ，２４２ｅ　穴
　１４４ｂ　段差
　１４８　段差
　１４９　マーク
　２４４ａ　側壁

【図１】 【図２】

【図３】
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【図２８】

【図２９】

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月7日(2011.9.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つの端部に設けられたドーム状部と前記二つの端部の間に位置する胴部とを備えたカ
プセル型医療装置を保持するカプセル型医療装置のパッケージであって、
　前記カプセル型医療装置の胴部を把持可能に露出するスペースが形成されるように所定
間隔で配置されると共に、前記カプセル型医療装置を当該パッケージから離脱可能に前記
カプセル型医療装置の胴部を保持する複数の保持部を有することを特徴とするカプセル型
医療装置のパッケージ。
【請求項２】
　二つの端部に設けられた被検体を撮像するための撮像部と前記二つの端部の間に位置す
る胴部とを備えたカプセル型医療装置を保持するカプセル型医療装置のパッケージであっ
て、
　前記カプセル型医療装置の胴部を把持可能に露出するスペースが形成されるように所定
間隔で配置されると共に、前記カプセル型医療装置を当該パッケージから離脱可能に前記
カプセル型医療装置の胴部を保持する複数の保持部を有することを特徴とするカプセル型
医療装置のパッケージ。
【請求項３】
　前記カプセル型医療装置の長軸における少なくとも一方の端を覆うように形成され、該
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カプセル型医療装置端部の長軸における少なくとも一方の端の把持を防止する把持防止部
をさらに備えたことを特徴とする請求項２に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
【請求項４】
　前記保持部は、前記カプセル型医療装置を該カプセル型医療装置の短手方向に当該パッ
ケージから離脱可能に前記カプセル型医療装置の胴部端部を保持することを特徴とする請
求項２に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
【請求項５】
　前記保持部は、前記カプセル型医療装置の胴部の両端にそれぞれ設けられ、前記カプセ
ル型医療装置の胴部の両端を保持することを特徴とする請求項４に記載のカプセル型医療
装置のパッケージ。 
【請求項６】
　前記保持部は、前記カプセル型医療装置の胴部端部と接触する一対の接触部を有し、
　前記一対の接触部は、当該一対の接触部同士で前記カプセル型医療装置の胴部を挟むよ
うに構成され、
　前記一対の接触部の間隔は、前記カプセル型医療装置の胴部の外径よりも小さいことを
特徴とする請求項４に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
【請求項７】
　前記保持部は、前記短手方向への前記カプセル型医療装置の離脱を阻害するように突出
した突起部を有し、
　前記突起部と前記保持部における前記突起部の対向面との間隔は、前記カプセル型医療
装置の胴部の外径よりも小さいことを特徴とする請求項４に記載のカプセル型医療装置の
パッケージ。 
【請求項８】
　当該パッケージに収容された場合における前記カプセル型医療装置の離脱方向との直交
面に沿った移動を規制する規制部をさらに備えたことを特徴とする請求項７に記載のカプ
セル型医療装置のパッケージ。 
【請求項９】
　前記保持部は、
　前記カプセル型医療装置の胴部端部と接触する一対の接触部と、
　被押圧部と、
　を有し、
　前記一対の接触部は、当該一対の接触部同士で前記カプセル型医療装置の胴部を挟むよ
うに構成され、
　前記一対の接触部の間隔は、前記カプセル型医療装置の胴部の外径よりも小さく、
　前記被押圧部は、前記一対の接触部と一体的に構成され、所定の押圧方向から押圧され
ることで前記一対の接触部の間隔を前記カプセル型医療装置の胴部の外径と同等以上に広
げることを特徴とする請求項４に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
【請求項１０】
　前記保持部は、当該パッケージに収容されるカプセル型医療装置を点接触または線接触
で保持することを特徴とする請求項２に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
【請求項１１】
　前記複数の保持部は、前記カプセル型医療装置を該カプセル型医療装置の長手方向に当
該パッケージから離脱可能に前記カプセル型医療装置の胴部端部の少なくとも一部を保持
することを特徴とする請求項２に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
【請求項１２】
　前記カプセル型医療装置の長軸における所定の端が嵌装される穴が主面に形成されるベ
ース部を有し、
　前記保持部は、前記カプセル型医療装置の胴部の一部が把持可能に露出するように、前
記穴の側壁の一部と連続して前記ベース部の前記主面から突出する凸部によって形成され
ていることを特徴とする請求項１１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
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【請求項１３】
　前記ベース部の主面には、把持方向を示す情報が示されていることを特徴とする請求項
１２に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
【請求項１４】
　前記カプセル型医療装置の長軸における所定の端および該カプセル型医療装置の胴部が
嵌装される穴が主面に形成されるベース部と、
　前記穴の側壁の一部と連続するように前記ベース部の主面の一部を掘り下げたように形
成された凹部と、
　を有し、前記保持部は、前記ベース部の主面の前記凹部以外の部分によって形成される
ことを特徴とする請求項１１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。 
【請求項１５】
　当該パッケージのカプセル型医療装置保持面は、滅菌ガス透過性を有する滅菌シートで
閉塞されることを特徴とする請求項２に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
【手続補正書】
【提出日】平成24年1月13日(2012.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　二つの端部に設けられたドーム状部と前記二つの端部の間に位置する胴部とを備えたカ
プセル型医療装置を保持するカプセル型医療装置のパッケージであって、
　前記カプセル型医療装置の胴部を把持可能に露出するスペースが形成されるように所定
間隔で配置されると共に、前記カプセル型医療装置を当該パッケージから離脱可能に前記
カプセル型医療装置の胴部を保持する複数の保持部と、
　前記カプセル型医療装置の長軸における所定の端が嵌装される穴が主面に形成されるベ
ース部と、
を有し、
　前記複数の保持部は、前記カプセル型医療装置を該カプセル型医療装置の長手方向に当
該パッケージから離脱可能に前記カプセル型医療装置の胴部端部の少なくとも一部を保持
し、且つ、
　前記複数の保持部の各々は、前記カプセル型医療装置の胴部の一部が把持可能に露出す
るように、前記穴の側壁の一部と連続して前記ベース部の前記主面から突出する凸部によ
って形成され、
　前記ベース部の前記主面には、把持方向を示す情報が示されていることを特徴とするカ
プセル型医療装置のパッケージ。
【請求項２】
　当該パッケージのカプセル型医療装置保持面は、滅菌ガス透過性を有する滅菌シートで
閉塞されることを特徴とする請求項１に記載のカプセル型医療装置のパッケージ。
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持。
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